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令和４年神審第３８号 

裁    決 

遊漁船ＡモーターボートＢ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官佐藤雅彦出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年７月３日１０時０２分 

 富山県伏木富山港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 遊漁船Ａ      モーターボートＢ 
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  総 ト ン 数 ８.３９トン     １.９トン 

  登 録 長 １１.８３メートル  ５.９９メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関   ディーゼル機関 

   出       力 ３２３キロワット  ６２キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、船体中央やや後方に操舵室を配し、同室前部中央に舵輪、そ

の左舷側にレーダー、右舷側に魚群探知機及びＧＰＳプロッター、右

舷壁際に機関遠隔操縦装置をそれぞれ備えた、遊漁船業に従事すると

きの最大搭載人員が旅客７人及び船員１人のＦＲＰ製小型兼用船で、

ａ受審人が１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、遊漁の目的で、船首

０.５メートル船尾１.４メートルの喫水をもって、僚船２隻とともに

令和３年７月３日０４時３９分伏木富山港新湊漁港区の係留地を発し、

同港の東防波堤東方沖合の釣り場に向かった。   

ａ受審人は、０４時５５分目的の釣り場に到着し、釣果により、ポ

イントの修正を繰り返して釣り客に遊漁を行わせたのち、帰途に就く

こととし、東方を一見して船舶を認めなかったことから、レーダーを

停止し、１０時００分船首が北西方を向いた状態から伏木富山港の東

防波堤東方沖合の釣り場を発進して右旋回を始めた。 

  ａ受審人は、ＧＰＳプロッターを作動させ、舵輪後方に立って操船

に当たり、ともに帰航する予定となっている北方で遊漁中の僚船の動

静に注意を向けながら右旋回を続け、１０時０１分少し過ぎ伏木外港

東防波堤灯台から１５４.５度（真方位、以下同じ。）９０メートル

の地点に達し、船首が１２２度を向いたとき、正船首１８０メートル

のところにＢを視認することができ、同船が船首を北西方に向けてほ

とんど移動しない様子から漂泊中であることが分かる状況であったが、

左舷方になった僚船の動静に気をとられ、見張りを十分に行わなかっ
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たので、このことに気付かず、係留地沖合に向けるため、Ｂの近距離

のところで、針路を同船に向く１２２度に定め、７.０ノットの速力

（対地速力、以下同じ。）で手動操舵によって進行し、Ｂに対して衝

突の危険を生じさせた。 

こうして、ａ受審人は、Ｂを避けずに続航し、１０時０２分伏木外

港東防波堤灯台から１３３度２６０メートルの地点において、Ａは、

原針路、原速力で、その左舷船首部がＢの左舷船首部に前方から１１

度の角度で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風力２の北東風が吹き、潮候はほぼ高潮時にあ

たり、視界は良好であった。 

  また、Ｂは、船体ほぼ中央に操舵室を配し、同室前部右舷寄りに舵

輪、その前方にＧＰＳプロッター、左舷側に魚群探知機、右舷壁際に

機関遠隔操縦装置をそれぞれ装備し、有効な音響による信号を行うこ

とができる手段として電子ホーンを備えたＦＲＰ製モーターボートで、

ｂ受審人が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、釣りの目的で、船首 

０.５メートル船尾０.８メートルの喫水をもって、同日０４時１５分

伏木富山港伏木区の係留地を発し、同港の東防波堤南東方沖合の釣り

場に向かった。 

  ｂ受審人は、０４時２５分目的の釣り場に到着して釣りを始め、 

０５時００分伏木航路第１号灯浮標近くの釣り場に移動して釣りを行

ったのち、再度釣り場を移動することとし、０９時４０分同釣り場を

発進し、０９時５０分伏木富山港の東防波堤南東方沖合の衝突地点付

近で、船首を北西方に向け、機関を中立運転として漂泊を開始した。 

ｂ受審人は、同乗者を左舷船尾部に配して釣りを行わせ、自身は、

操舵室で、北西方の遊漁船の動静を見たのち、少しして帰航する予定

であったことから、右舷船尾部に移動して釣り道具の片付けを始め、
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１０時０１分少し過ぎ衝突地点で、船首が３１３度を向いていたとき、

左舷船首１１度１８０メートルのところにＡを視認することができ、

その後同船が近距離のところで、自船に向けて針路を定め、衝突の危

険を生じさせて接近する状況であったが、釣り道具を片付けることに

気をとられ、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かな

かった。 

こうして、ｂ受審人は、避航を促す音響信号を行わず、衝突を避け

るための措置をとらずに漂泊を続け、１０時０２分僅か前左舷船首至

近に迫ったＡを認め、手を振り大声を発したものの、効なく、Ｂは、

船首が３１３度を向いたまま、前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果、Ａは左舷船首部に擦過傷を生じ、Ｂは左舷船首部に擦

過傷、操舵室に亀裂等を生じたが、のち修理された。また、ｂ受審人

が頭部打撲を、Ｂ同乗者が頸椎捻挫、右肩打撲傷等をそれぞれ負った。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、港則法が適用される伏木富山港において、航行中のＡと釣り

を行いながら漂泊中のＢが衝突したもので、同法の適用について検討す

る。 

 Ｂは、港内で漂泊して釣りを行っており、釣りによるものも漁ろうの

中に含まれると解されることから、港則法第１１条に基づく同法施行規

則第６条（停泊の制限）及び同法第３５条（漁ろうの制限）の適用が考

えられるが、同規則第６条において、みだりにびょう泊や停留が禁止さ

れる場所は、ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近や、河川、

運河その他の狭い水路及び船だまりの入口付近のびょう泊または停留す

る船舶によって一般船舶の係留または出入りが妨げられる虞がある場所

であり、また、港則法第３５条において、みだりに漁ろうをしてはなら
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ないのは、船舶交通の妨げとなる虞のある場所であり、いずれも港則法

が適用される港内における停留又は漁ろうを全面的に禁止しているもの

ではない。 

そして、Ｂが漂泊して釣りを行っていた地点は、伏木富山港の東防波

堤から２５０メートル、万葉岸壁から２９０メートル、伏木航路から 

２８０メートル、小矢部川河口から６６０メートルそれぞれ離れていて、

また、付近に運河その他狭い水路、船だまり等がなく、周囲に十分な可

航水域があり、漂泊して釣りを行う同船によって一般船舶の係留、出入

り、船舶交通が妨げられる虞がある場所であるとは認められないことか

ら、港則法施行規則第６条及び港則法第３５条の適用はない。 

港則法には、本件に適用される航法規定がないので、一般法である海

上衝突予防法が適用されるが、同法には、航行中の船舶と漂泊中の船舶

の間に衝突のおそれが生じた場合の航法の規定がないことから、海上衝

突予防法第３８条及び第３９条の船員の常務によって律するのが相当で

ある。  

  

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、伏木富山港において、航行中のＡが、見張り不十分で、

漂泊中のＢに向けて近距離のところで針路を定め、衝突の危険を生じさ

せたことによって発生したが、Ｂが、見張り不十分で、避航を促す音響

信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をな

すものである。 

 ａ受審人は、伏木富山港において、係留地沖合に向けるため、右旋回

を終えて針路を定める場合、予定進路方の他船を見落とすことのないよ

う、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、左

舷方になった僚船の動静に気をとられ、見張りを十分に行わなかった職
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務上の過失により、漂泊中のＢの存在に気付かず、同船の近距離のとこ

ろで、Ｂに向けて針路を定めて進行し、同船に対し、衝突の危険を生じ

させて衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、ｂ受審人及

びＢ同乗者をそれぞれ負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ｂ受審人は、伏木富山港において、釣りのため漂泊する場合、接近す

る他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務が

あった。ところが、同人は、釣り道具を片付けることに気をとられ、見

張りを十分に行わなかった職務上の過失により、Ａが近距離のところで、

自船に向けて針路を定め、自船に対し、衝突の危険を生じさせて接近す

ることに気付かず、避航を促す音響信号を行わず、衝突を避けるための

措置をとらずに漂泊を続けて衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を

生じさせ、Ｂ同乗者を負傷させ、自らも負傷するに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年７月２６日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  下  條  正  昭 


